
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 3年度 事 業 報 告 書
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1 事業の成果

東 日本大震災後に発生している医療問題を中心に研究論文を作成、医療専門誌で発表を行った。本年は
特に一年間を通じて新型コロナウイルスの抗体価についての研究を行った。

費用は主に、論文進行事務の給与と、論文の翻訳及び掲載料、研究地域への交通費に利用した。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【5,860】 千円)

(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)

定款 に記載
された
事業名

事業内容 日日寺 場所
従事者
人数

受盗
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

東日本大震災
後の医療と健
康に関する研

究事業

研究・論文作成
4月 ～ 3

月頃
福島・都
内

5人アル
バイ ト等

東 日本大
震災に関
わり、 日
本および

都内にお
いて健康
に関心の

ある方

研究誌及
びマスコ

ミを通 じ
て発表
提供先メ
ールマガ
ジンは購
読者 5万
人

2,746 千
円

研究論文の投稿による発
表
研究発表会
英語翻訳発表

11月 等 都 内
2人いず

れも医師

論文投稿

の ほ か 、

学会発表

郡肉で開
催のオー
プンな学
会、延ベ

参加人数
400人 程
度

2,000 千
円

定 款に記
された
事業名

載

事業内容 日日寺 場所
従事者
人数

事業費
(千 円)



書式第 13弓・ (法第 28条関係 )

令和 3年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業が生登場合)

特定非営利活動法人医療・健康社会研究所

正会員受取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金 5,898,429

受取補助金

受取利息

給料手当
役員報酬
退職給付費用
法定福利費

2,746,576

2,188

0

0

福利厚生費
外注費
旅費交通費
通信費
消耗品費
新聞図書費
支払手数料
寄付金
荷造運賃

8, ooo 
l

332,750
834,024

44, 038
171,148
388, 945
r67,530
055, 520

3, 949

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

荷造運賃
接待交際費
諸会費
租税公課

2 の

594

0

1,472,919

1.437.746

D



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和03年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人医療・健康社会研究所

命   箱 小 計 ・ 合 計

1

現金預金
前渡金

棚卸資産

17,894,478
990,810

0

2

車両運搬具
什器備品

0

0

2

ソフ トウェア

借地権

0

0

3
敷金
長期貸付金

0

0

【A】 資 産 合 計 ①+② 18,885,288

¬

】 負 債  ( )   部

|

544,554

未払金

預 り金

530,154
14,400

544.554

|

0

長期借入金
退職給付引当金

0

0

544.554

B-2
19,778,480
-1,437,7・16

18.340.734

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 18,885,288
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令和 3年度  計算書類の注記
特定非営利活動法人医療・健康社会研究所

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法 人会計基準 (2010年 7月 20日 2011年 11月 20日 一部改正 NPO法 人会計基準協議

会)に よっています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法
(2)固 定資産の減価償却の方法

定額法
(3)引 当金の計上基準

現在引当金は無い
(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
なし
受けた場合は、施設の提供等の物的サービスの受入れを、活動計算書に計上し、算定方法は「3.施設の提供

等の物的サービスの受入の内訳」に記載する
(5)消 費税等の会計処理

税込

2.事 業別損益の状況

科 目

東日本大震災
後の医療 と健
康に関する研

究事業

事業 事業 事 業 事業部門計 管理部門 合計

5,898,429 5,898,429 5,898,429

5,898,429 5,898,429 5,898,435

2,746,576 2,746,576 2,746,576

2,746,576 2,746,576 2,746,576

2,188
8,000

332,750
834,024
44,038
171,148
388,945
167,530

1,055,520

106,000

3,949

８

０

０

４

８

８

５

８

０

５

２

３

４

４

１

０

７

０

０

１

９

２

８

２

４

４

１

８

３

３

４

７

８

３

８

　

　

１

３

167,530
1,055,520

0

3,949
0

106,000
0

0

1,472,919

2,594

2,

8,

332,

834,

44,

171,

388,

167,

1,055,

188

000
750

024

038

148

945

530

520

0

949

919

000
0

5942,

3,

1,472,

106,

3,114,092 3,114,092 1,475,513 4,589,605
5,860,668 5,860,668 1,475,513 7,336,181

37,761 37,761 -1,475,507 -1,437,746

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.そ の他収益
経常収益計

Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当

人件費計
(2)そ の他経費

法定福利費
福利厚生費
外注費
旅費交通費
通信費
消耗品費
新聞図書費
支払手数料
寄付金

奨学金

荷造運賃
接待交際費
諸会費
租税公課
雑費
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額

内容 金 額 算定方
■
蟹

3.施 設の提供等の物的サー ビスの受入の内訳



4 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通 りです。
当法人の正味財産は18,340,734円 ですが、そのうち0円 は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は18,340,734円 です。

5.固 定資産の増減内訳

6.借 入金の増減内訳

役員及びその近親者 との取引の内容

役員及びその近親者 との取引は以下の通 りです。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために

必要な事項

事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、退職給付費用、福利厚生費及び旅費交通費
については従事割合に基づき按分 します。

その他の事業に係る資産の状況

なし

７

，

8

内 容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備 考

合計

科 目 期首取得価額 取得 減 少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

車両運搬具

什器備品

無形固定資産

投資その他の資産
敷金

合計

科 目 期首残高
ユ
〓 期借入 当期返済 期末残高

合 計

科 目

計算書類 に

計上 され た

金額

内役員及び

近親者 との

取引

(活動計算書)

内装施工

活動計算書計

(貸借対照表)

貸借対照表計



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和 3年度 財産目録

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人医療・健康社会研究所

令 釉 ′|ヽ 計 計

現金預金
手元現金
新生銀行普通預金
ゆうちょ銀行普通預金

17,894,478
1      282.7901

1   16,532,6561

1  1,079,0321

前渡金 990,810

棚卸資産
販売用寄附物品

0

0

資 産 合 計 。
( 18.885.

日

車両運搬具
事業用車両

0

什器備品
パソコン 0

ソフ トウェア
オペ レーションシステム

文書編集 ソフ ト

0

0

0

借地権 0

(3)投資その他の資産
敷金 0

長期貸付金 7

薩 合 計

【A】 資 産 合 計 ①+② 18,885,288

1

未払金 530,154

預 り金 14,400

2

長期借入金

退職給付引当金

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 544,554

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 18,340,734

ｏｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

研



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 3年度年間役員名簿 J泄驚雅だぢ高耐f騒 lξttξ舗編識椒覗賜
所並

生並奎生整二」」塵助止∠」医菫」二壁目壼壼量金重上菫重五

1 確認事項 (法第20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間
(該 当者のみに記入)

氏   名

1 監 事

(ツ ボクラ マサハル) 令和3年4月 1日

令和4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日坪倉 正治

2 監 事

(オザキ アキヒコ
) 令和3年 4月 1日

令和 4年 3月 31日

年  月  日

年  月  日尾崎 章彦

3 監 事

(モ リタ トモヒロ) 令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年 月

月

日

日年森田 知宏

4

(セ キヤ カズキ) 令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日関家 一樹

理事 。監事

年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

6 理事・監事

年   月 日

日年 月

年 月

月

日

日年

7 理事 。監事

年  月  日

年   月   日

年

年

月

月

日

日

8 理事・監事

年  月  日

年   月   日

年   月   日

年   月    日

9 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

10 理事・監事

年   月   日

年 月 日

年  月  日

年 月 日

′
′

ヽ

理事ヽ 監3



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人屋墨 」國量社全班五五

氏   名

坪倉正治

2 尾崎章彦

3 森田知宏

4 関家一樹

″Э 嶋田裕記
ρｈ
） 宮坂政紀
７

， 津田健司
∩バ
） 森田麻里子
Ｑ
） 森甚一

10 山本佳奈


